別紙（第4条関係）
　システム関係書類一覧
１　一般事項に関する書類
（1） 認定書（写）または適合評価書（写）
（2） 位置図
（3） 建築物配置図
（4） 排水設備計画図
２　設置設備の仕様書
（1） ディスポーザ
（2） 排水処理槽（算定根拠を含む）
３　維持管理計画書
（1） 維持管理体制
（2） 点検項目（維持管理・清掃・汚泥処理・水質等）および頻度
（3） 子弟維持管理業者一覧
４　その他
（1） 維持管理業務委託契約書（写）または維持管理業務委託契約締結確約書（別記様式第1号の2）
（2） 使用者継承確約書（別記様式第1号の3）
（3） 誓約書（別記様式第1号の4）
（4） その他町長が必要と認める書類
（注）
　　１　「維持管理業務委託契約締結確約書」とは、申請の際に使用者が確定されていない場合に、使用者が確定したときは、改めて維持管理業務委託契約書（写）を提出することを、申請者である建築物に係る開発業者等が町長に確約するものである。
　　２　「使用者継承確約書」とは、使用者がシステムを有する建築物の譲渡等を行う場合に、当該譲渡等を受けた使用者に対し、当該システムの適正な維持管理を行う地位が継承されるものであることおよび維持管理に関する諸事項の遵守が求められることを説明し、その理解を得るよう努力する旨を、申請者が町長に確約するものである。
　　３　「誓約書」とは、申請者または使用者に対して適切な使用および維持管理を制約させるためのものである。
